
第 26 号様式（第 63 条関係） 

令和７年度 指定管理者モニタリングレポート 

 

施 設 名 鹿屋市市民交流センター福祉プラザ 

所 在 地 鹿屋市大手町１番１号 

指定管理者 

名 称： 社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会  

代表者： 宮下 昭廣              

住 所： 鹿屋市大手町１番１号         

連絡先： ４４－２９５１            

モニタリングの 

実施経過 

●月例報告（毎月） 

●現地調査・施設点検（毎月） 

●年次報告、事業決算の確認 

 

●利用者アンケートの実施（ご意見ポストの設置） 

担当部課 

（問合せ先） 
保健福祉部 福祉政策課  電話 43-2111  内線 3170 

 

【モニタリングの総合評価】 

福祉プラザの管理運営については、基本協定書及び仕様書に基づき、施設利用の使

用許可業務及び施設の整備・点検が適切に行われており、良好な管理状況であったと

評価する。 

運営業務においては、登録団体が 86 団体（うち新規 11 団体）へと増加したことに

伴い、施設利用件数及び利用者数も順調に推移しており、利用促進に向けた積極的な

取り組みがなされている。 

広報活動については、活動の様子を写真で紹介する掲示板が、施設に明るい雰囲気

をもたらしている。視覚的に内容が伝わりやすい工夫がなされており、高齢者をはじ

めとする利用者への情報周知に努めている。 

現在、情報誌の作成やホームページを通じた情報発信が行われているが、スマート

フォンを主たる情報源とする世代に対しては、既存の素材を活用したインスタグラム

等の SNS によるショート動画での発信も、より効果的であると考えられる。 

今年度も引き続き、地域福祉活動の拠点として、住民同士の支え合いと公的サービ

スの連携を深め、誰もが安心して暮らせる地域社会の実現に向けた魅力ある施設運営

を期待する。 

 

【今後の業務改善に向けた考え方】 

≪指定管理者が実施・検討する事項≫ 

 〇職員の救命措置研修実施と不審者の侵入を想定した防犯訓練や防犯対策の検討 

 ○高校生ボランティアを中心とした福祉イベント開催 

 〇利用者のニーズに応じた新たな自主事業の実施 

≪施設所管課が実施・検討する事項≫ 

 〇空調等設備の老朽化に対する修繕計画の検討、実施 

 ○効率的で効果的な管理運営方法の検討 



⑴基本的な考え方（施設の性格･目的等との合致、市民の平等な利用の確保、施設の効用発揮） 

①合目的性・公平性・効果性 

 利用登録団体に対し、無料で施設の貸し出しを行っていることから平等性は確保され

ている。全登録団体に対し、登録継続・抹消に係る意向調査及びアンケート調査を行い、

利用者の満足度や改善点を具体的に把握し施設運営の質向上や利用継続に努めている。 

⑵業務内容  

①機能性・独創性（事業への具体的な取組み方） 

「ボラントピア事業」として、福祉教育の推進、体験講座、コンクール、災害ボランテ

ィア支援と多岐にわたる事業を組み合わせている。学校と連携した「福祉体験出前講座」

や高校生ボランティア交流会を実施するなど、次世代への福祉の啓発にも独創的なアプ

ローチも行っている。 

「大阪・関西万博」を記念して「ふくしのばんぱく」をテーマで全体を構成した「鹿屋

市福祉まつり」は、例年よりも子ども連れの来場者が多く様々なブースで賑わいをみせ

た。今度もより広範な市民層を巻き込んだイベント・企画の展開が必要と思われる。 

②責任性・実行性（施設の運営体制や組織） 

 社会福祉協議会の組織体制の下、繁忙時には応援体制を整えており、業務が円滑に実

施できるよう、適正に運営されている。 

③明瞭性・規律性（適正な事務や経理） 

専用の口座を設けるとともに会計ソフトを用いて独立した会計処理を行うなど、おお

むね適正に運営されている。 

また、事務室内にシュレッダーを設置し、個人情報の管理を適切に行っている。 

④安全性（安全管理・緊急時等の対応） 

 防災訓練や研修会への参加、自衛消防隊の設置や緊急連絡網の整備など、事故発生等

の緊急時には適切に対応できるよう整えている。 

 昨年未整備だった、危機対応マニュアルも作成されている。 

 近年、不審者による事件も発生していることから、防犯訓練や防犯対策の検討も必要

と思われる。 

⑤社会性（環境等への配慮） 

社会福祉法人として、長年本市の福祉行政に寄与しており、地域の福祉の拠点として

多様な支援を提供している。また、環境への配慮や経費節減、効率的運営のための意識

付けがなされている。 

⑶事業収支 

①経済性 

 令和７年度の収支は585千円となっている。これは夜間休館の実施により、委託料の

削減がひとつの要因となっている。管理事務の一部（設備点検業務）を他プラザと共同

で委託することにより、効率的な経費の執行を行っている。 

⑷団体の経営状態 

①経営の健全性 

社会福祉協議会は、運営や事業受託などにおいて行政との関連も深く、関係部署の指

導を受けていることから、利益を追求しない公共的な団体として指定管理業務を含めて

健全な経営が行われていると判断される。 



第 27 号様式（第 63 条関係） 

施 設 概 要 調 書 

 

１ 施設の概要 

施 設 名 鹿屋市市民交流センター福祉プラザ 所管課：福祉政策課 

所 在 地 鹿屋市大手町１番１号 設置年月日：平成19年４月１日 

設 置 目 的 高齢者や障がい者をはじめ、すべての市民が、健康でいきいきと自

立した生活を営み、社会参加活動を行うために、誰もが交流を深め

ることができる地域福祉活動の拠点とすることを目的とする。 

設置の根拠 

（法令、条例等）  

鹿屋市市民交流センター条例 

鹿屋市市民交流センター条例施行規則 

施設の概要 設備の概要 敷地面積 11,534.08㎡ 

延床面積 1,168.52㎡ 

《無料》相談室、談話室、ボランティア室、 

和室、休憩室、ほか付帯設備 

事 業 概 要 (1) 福祉関係団体との連絡調整 

(2) 福祉の情報提供 

(3) 福祉活動の推進のための施設の提供 

(4) 施設の維持管理 

 

２ 経営分析評価指標 

①事業収支 585千円 ④外部委託費比率 27.2％ 

②利用料金比率 0.0％ ⑤利用者あたり管理運営コスト 451.7円/人 

③人件費比率 42.0％ ⑥利用者あたり自治体負担コスト 485.9円/人 

※ 少数点第２位四捨五入 

 

３ 運営状況 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

開館日数 359日 357日 

開館時間 午前９時～午後10時 午前９時～午後10時 

※避難所開設のため８月 21 日、８月 22 日（２日間）が休館となった。 

※木曜日、土曜日及び日曜日の夜間（午後５時～午後 10 時）は休館 

 

４ 利用実績 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

延べ利用者数 25,000 人 17,112 人（対前年度 456 人） 

 

【福祉プラザ（全体）の延べ利用者数の推移】 

 単位：人 



５ 事業収支                        （単位：千円） 

項目 実施計画（事業計画書より） 実施内容（実績） 

貸し室等利

用収入 

会議室１   

会議室２   

会議室３   

計   

その他料金収入   

自主事業収入   

指定管理料 ９，４６３ ８，３１５ 

その他収入   

収入計（Ａ） ９，４６３ ８，３１５ 

人件費 ３，２６８ ３，２５０ 

修繕費 ２００ ２００ 

管理費 ３，９５４ ２，８０７ 

事業費 １，６２２ １，４１２ 

その他（租税公課） ４１９ ６１ 

（上記のうち委託料） （３，０５５） （２，１０２） 

   

   

   

   

   

   

支出計（Ｂ） ９，４６３ ７，７３０ 

収支（Ａ）－（Ｂ） ０ ５８５ 

 



第 28号様式（第 63条関係） 

指定管理者自己評価表 

令和８年５月 25日 

 

指定管理者    社会福祉法人 鹿屋市社会福祉協議会 

 

施 設 名  鹿屋市市民交流センター 福祉プラザ 

 

確認事項 自己評価 

履行 

確認 

１ 協定書、仕様書及び事業計画書に基づいた管理運営を行っている

か 
３・２・１ 

執 

行 

体 

制 

２ 人員の配置が適切であるか ３・２・１ 

３ 従業員に対し、業務に必要な研修や教育を適切に行っているか ３・２・１ 

４ 就業規則等を遵守し、雇用者の労働環境を確保しているか ３・２・１ 

５ 個人情報の取扱いは適切に行っているか ３・２・１ 

安

全

対

策 

６ 危険箇所の把握及び点検を行い、利用者等の安全安心に努めてい

るか 
３・２・１ 

７ 防犯、防災対策等の危機管理体制は適切であるか（緊急連絡網や

初動対応要領の作成等） 
３・２・１ 

サ 

ー 

ビ 

ス 

の 
質 

８  親切丁寧な接客に努めているか ３・２・１ 

９ 利用者からの苦情等に対し適切に対応しているか ３・２・１ 

10 特定の者に有利又は不利な取扱いをしていないか ３・２・１ 

11 サービス向上及び利用促進のための取組を行っているか ３・２・１ 

報
告
事
項 

12 利用者の満足度調査（聞き取りを含む）等を行っているか ３・２・１ 

13 施設の破損及び異常について、速やかに対応し、市へ報告してい

るか 
３・２・１ 

経
営
状
況 

14 利用者数や稼働率等は適切な水準であるか ３・２・１ 

15 事業収支は妥当であるか ３・２・１ 

総 合 

評 価 

(所感) 

 指定管理業務及びボラントピア事業のいずれも問題なく業務を遂行することが出

来た。指定管理業務の新規登録団体及び利用件数，利用人数については，昨年度より

増加しており施設の利用促進に努めることが出来た。 

また，市民交流センターの条例改正に伴う，木・土・日曜日の夜間を休館にした運

営についても，特に苦情等もなく運営を行うことが出来た。 

【自己評価の採点基準】「３」･･･優 「２」･･･良 「１」･･･可 
※ 総合評価（所感）の欄には、年間を通した指定管理業務において評価できる点や改善点・

反省点を踏まえた所感を記載すること。 
 
 
 


